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【ケバ取り・相づちカットのサンプル】  

 

山内氏：いろいろあれですよね、税制改正でね、やっぱり消費税が結局、社会

保障の目的税になるから、やっぱり今、重要視されてるじゃないですか。その

中で、どういうとこで重要視されていくか。当然税収が増えるってこともある

んですけど、それだけ重要というのがあるんですけど。それに関して、簡易課

税ってこないだ変わったとこなんですよね。適用が、ちっちゃい業者に限られ

てくると。 

堀川氏：5,000 万円ですね。 

山内氏：そうですね。5,000 万円になってるんですよ。それが、平成 16 年ぐら

いから、平成 16 年の 4 月 1 日。それから改正されたということなんですけど。

やっぱりそれがなんでそれだけ下げられて、更に業種区分、これが下げられ 5

区分にされたんですけど。これまでは始めは 2 区分で、みなし仕入率って 2 個

しかなくて、それが 4 つになって、5 つになったっていう感じなんですけども。

なんでなったかっていうと、益税の問題っていう点かと思いますが。 

堀川氏：なんか結構この改正の変遷を見ていると、益税問題っていうなものも

当時からずっとあって、消費税が要は導入された時からあったんでしょうけど、

仕入率の変遷と、あとその課税対象の変遷も、ですよね。 

山内氏：そうですね。 

堀川氏：それで、結構わからないなりに見ていて思うのが、仕入率高すぎるな

っていうのが、 

山内氏：そうなんですよね。それやっぱり、 

堀川氏：例えば、卸売業 90 パーセント。これ今でも 90 パーセント？ 

山内氏：そうですよ。今でも 90 パーセントなんですよ。90、80、70、60、50

パーセントってありますからね。 
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堀川氏：実際、90 パーセントだとどうだろう。高すぎるんかなって思うのと、

あとあれかな。多分一番問題なのが、その他の事業、 

山内氏：そうなんですよね。 

堀川氏：決められていない、その他大勢っていうところの部分が、今あれ 60 パ

ーセント、50 パーセント？ 

山内氏：50 パーセントなんですよ。 

堀川氏：50 パーセントで、それ 50 パーセントのところもあるけど、常識的に

考えて仕入率 50 パーセントって結構、事業としては良くない数字やから、要は、

売上総利益が 50 パーセントっていうことでしょ。 

山内氏：そうです。そうです。 

堀川氏：利益率がね。 

山内氏：はい。 

堀川氏：だから、それが全部が全部あるのかどうかっていうのがポイントで、

要はそこが高すぎるから益税になってるっていう話でね。 

山内氏：税制改正をして、これから税金のパーセンテージ上げていくじゃない

ですか、税率を。で、国民負担を増やすにあたって、やっぱり税益をなくさな

いと、この不信感を払拭しない限りは、国民が納得しないというそこで、一番

大前提としておいて、こういう改正をやってるんですけど、やっぱりその他の

業種っていうので、50 パーセントの仕入率でまとめてると、その他の業種って

いうのが、やっぱり重いんですよね。いろんな業種が入ってるんですよね。娯

楽業から、 

堀川氏：確かに。例えば、 

山内氏：旅館から、 

堀川氏：美容院とか仕入ほとんど、 

山内氏：ないんですよね。 
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堀川氏：ないし、あと士業とかも、 

山内氏：そうなんですよ。 

堀川氏：弁護士とか、税理士も、調査費とかはあるだろうけど、そもそも仕入

っていうのが頭の中にある。そもそも本とかを買うのが仕入と言われれば仕入

やけど、でもここまでいくとパーセンテージも結構、半分ほどかかってるのか

どうかっていう。例えば、1,000 万円の売上で仕入 500 万円なのかっていった

ら、絶対違うから。これ仕入率って売上に対する率？ 

山内氏：そうです。そうです。 

堀川氏：仕入率。ね？ 

山内氏：そうなんです。 

堀川氏：じゃあ 10 億円売上で、5,000 万円、5 億円仕入なあかんかっていった

ら、そんなわけはないし、 

山内氏：そうなんですよね。 

堀川氏：どっちかって言ったら、販売管理費とか含めたら、いわゆる利益率を

考えたら、そのくらいにはなるやろうけど。なかなか、ねぇ。 

山内氏：そうなんですよ。そこが結構問題ですよね。だいたい。 

高橋氏：あとあれじゃないですかね。やっぱりその、ベース、対象とする事業

者が、例えばその売上高が 16 年改正で 5,000 万円以下の事業者、そして卸売、

小売業こういった区分で、全てが対象になってしまうのか。で、あまりにも適

用される事業、事業数が多い。 

堀川氏：たしかに。 

高橋氏：そこがその仕入率の問題と、あの対象、ベースとする 2 つの問題があ

ると思うんですけどね。 

堀川氏：確かなんか、年 5,000 万円って言ったら、月売上 400 万円ちょい。ち

ょっと頑張ってる個人事業者でもそれぐらい儲けそうですもんね。 
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高橋氏：ちなみに、その売上 3,000 万円以下の事業者っていうのは、全国で 375

万あると言われてるんですけど、それでいくと、あまりにもそういった事業者

が多いっていうところで、どれだけ見込めるのかっていうところがちょっと疑

問に感じるんですけど。そういったところは山内さんはどう思われますか？ 

山内氏：そうですね。でもまさに、高橋さん言うとおりなんですよね。そこで

も、本当にまさに問題やと思いますね。やっぱりそれと、少しまた話ちょっと

変わるかもしれないですけど、業種が、一番問題にされてるのが、みなし仕入

率が 50 パーセントの第 5 種事業なんですよ。その中に入っているのが、不動産

と運輸と大体通信業、サービス業、その他に入ってるんですけど、まず、一番

問題にされているのが不動産業なんですよ。これ実際、土地買って売るってい

う業態とか、今、家など、物件買ってきて売るっていう業態あるじゃないです

か。あれだとまさに、仕入つくじゃないですか。それともうひとつが、ただ賃

貸の仲介だけする不動産。そっちの業種はそれと比べて、前者のほうと比べて

まったく、仕入率がはいらない。 

高橋氏：仲介とか、 

山内氏：そうなんですよ。 

堀川氏：なんか、それね、疑問というかおかしいと思うのが、例えばそれが、

扱っている商品は不動産っていうだけの、いわゆる仲介業の一種だったとした

場合、仲介業になったら、多分その他の事業に入って、更に仕入率が上がると

いう。 

山内氏：そうですね。 

高橋氏：実質仕入ないですからね。 

堀川氏：ない。 

山内氏：うぅん。 

堀川氏：（笑い声）ない。（笑い声） 
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高橋氏：それで売上から 50 パーセントも免除されるんで、これはたしかに、今

のこの制度の問題点が最も現れている仲介業。 

堀川氏：なんか、ただでもそれでいくと、その業種、ここでは要は 5 種までし

かわかってなくて、でも本来、事業モデル、業態っていうのは、星の数ほどあ

ってしかるべきであって、でも、実際そこまで分けれないから。これはどうや

ったらいいんですか。山内さん。どうやるのがベストですか？ 

山内氏：これに関してですね、やっぱり一番こういう税制が発展しているドイ

ツの税制をみると、やっぱりみなし仕入率は多いんですよね。 

堀川氏：多いっていうのは区分が？ 

山内氏：区分多いんですよね。30 何個か区分があって細かく分かれてるんです

よ。こういう業種、こういう業種という。例えば、これだったら卸売業だけと

かになってますけど、たとえば卸売業なら。日本だったら、90 パーセントの卸

売業だけなんですけど、何かを売ってる卸売業とか、違う何か、それと違うも

の売ってる卸売業とかでも、仕入率が違ってしかるべきだろうってことで分け

てあるんですよ。でも逆に、僕の考えでなんですけど、そうなると簡易じゃな

くなるなというところが、やっぱりあるんですよね。 

堀川氏：本来の目的が変わってくる。 

山内氏：そうなんですよ。 

堀川氏：簡単にするためのっていうのが、なくなってくる。 

山内氏：はい。この制度に関しては、難しいって思うんですけど、でも、現在

の日本の制度でどうかっていうと、やはり国民からの負担。当然、最終的に税

金負担すんのは金払ってる国民なんで、物買ってる、消費してる、国民たちな

んで、その税負担者から当然不信感がわくっていうのが、一番の問題でもある

んですけど、やはり業種間の不公平があるんで。例えば、さっき言ったように

も、不動産業の話もそうですし、50 パーセントの同じみなし仕入率にありなが
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らも、サービス業っていいながらも、さっき堀川さんおっしゃった美容院、美

容室とかそういうところの仕入率低いのに、かたや、もうひとつ同じ区分にあ

るのが旅館業だったりする。旅館業なら、たとえば食事出すものとか、あと人

件費。そういうとこかかるじゃないですか。 

堀川氏：あとで違ってくる。 

山内氏：そうなんですよね。これが全く同じ仕入率やっていうとやっぱりおか

しいということで、旅館業やってる方からも、そういう業者からもおかしいと。

どうなってんねん、っていう話にやっぱりなるんですよね。だから、そう考え

るとやはりちょっと、簡易課税制度っていうのは、かなり雑。日本のやつは特

に雑なんですけど。ただその、税理士業のその観点からよくある話なんですけ

ど、そういう話に関して簡易課税っていうのはやはりどれが、簡易課税がある

と、簡易課税と原則が、余談みたいになるんですけど、簡易課税と原則がある

と、これどっちを有利選択するかっていうのは、これは 2 年前から決めておか

ないとダメなんですよ。で、その時に実はどうするかってなった時にですよ、

もし実は例えば原則のほうが有利やったのに簡易を選択してしまったとか、逆

の場合もしかりですけど。そうなるとすごい賠償金が生じたりするんですよ。

だから、税理士業の観点からは、なくなってほしい制度であるらしいんですね。 

堀川氏：結果的に簡易課税じゃないほうが良かったじゃないかみたいな。 

山内氏：そうなんですよ。ほんで 1 億円例えば税金を損したってなると、この 1

億円どうしてくれるんですかっていうことになって、その為に今ほとんど、税

理士保険ってあって、税理士が失敗したときのために保険ってあるんです。で、

その税理士の対象も 90 パーセントは原則か簡易課税のこの適用間違いになる

らしいんです。 

高橋氏：それでいくと完全に今の簡易課税制度っていうのは、実体を映し出し

ていないということですよね。 
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山内氏：そうなりますね。実体を映し出してないし、やっぱりその適用を考え

るほうからしてもすごい、その適用がいつまでに申請してくださいっていうの

でも、やっぱり 2 年間は、申請してしまったら変わらないんで、変えることが

できないんで、その選択するほうからしても、かなり不透明。また、すごい危

険性のある制度ではありますね。 

高橋氏：2 年後どうなってるかっていうのは、本当にわからない。 

山内氏：そうなんですよ。簡易課税にすると、普通税金、例えば支払った分が

多かったら、例えば支払った分って、売上よりもこの仕入のほうが多かったと

したら、普通還付ってやっぱり、消費税受けるんですよ。でも、その簡易課税

制度を適用してたら、還付はないんですよ。還付が受けれないんで、2 年前に 2

年後の設備投資するかどうかとか、その設備投資しても、仕入が売上を上回ら

ないかとかそういうことまで考慮してやらないと、もし、仕入を莫大な仕入ば

んとやった時に、簡易課税が適用したままでいってしまうと、還付が一切ない

んですよ。だからかなりの場合、損になってしまうっていうのは、やっぱり業

者からすごい声が上ってるみたいで。 

堀川氏：それはそうしたら、将来どれだけの規模、事業規模になるとか売上規

模がどうなるのかっていうのを、見越した上で決めておかないと、 

山内氏：そうですね。 

堀川氏：でも実際のところ、じゃあ来年再来年、どれだけの事業規模になるの

か、例えば当月、当期が売上 1 億円やったのが、もしかしたら来期 5 億円にな

るかもしれないし、もしかしたら、全く物が売れずに 1 千万円になるかもしれ

ないっていうのが、要はわからない。ある程度、だって予測は絶対じゃないと

思うから、 

山内氏：ただ 2 年後ですからね。 

堀川氏：そう 2 年後。そうなると結局勘ですよね。税理士業務の点からすると。 
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山内氏：そうですね。はい。 

堀川氏：そこそこいけるなと思ったら、こっちだなとか。あかんなって思った

らこっちだなとか決めるしかないというところだから、だから、なんか別の見

方をみると、今とかよくその消費税税率を、5 パーセントから、なんか 7 パー

セントとか 10 パーセント 15 パーセントとかっていろいろ言われてますけど、

そもそも現状の法制で、ちゃんと取れてないっていうことだから、要は変化が

止まってるっていうことですよね。事業のところで、事業部門のところで止ま

ってるから、そこをしっかりとしたら別に消費税率を上げなくても、多少税収

的には国の面からしたら、ましになるんじゃないのかなと思うんですけど。 

山内氏：ああ、そうですね。 

堀川氏：それは、いくらになるのかとかはわからないんでしょうけど。 

高橋氏：だからあれじゃないでしょうか。そこを、簡易課税制度をきっちり整

備するのかっていう話と、他の税率面を上げて、同時進行で、どちら側で税収

を取っていくのか。要は日常生活品を除くものに対しての消費税率を上げて、

対応していくのか、簡易課税制度を整備して、取れるところからしっかり取れ

ていない今の現状をただして取るのか。その二つのどちらから消費税を開拓し

ていくのかっていうところだと思うんですけど。今の現状でいくと、やっぱり

消費税率を上げようっていう。ただ簡易課税を見直そうっていう動きは、ちょ

っと感じられないかなと思うんですけど。 

堀川氏：なんかそれ言うと、こうね平成 3 年で課税対象が、売上 4 億円以下で

しょ。平成 9 年で 2 億円以下で、2 年前かな、平成 16 年で 5,000 万円以下で、

どんどん下がってきてるんですけど、この理由ってなんですか。どうして、も

のすごい倍倍で下がってきてると思うんですけど。 

山内氏：やっぱり、これ元々導入された時っていうのは、あれなんですよ。簡

易課税制度っていうのは、時限措置っていうことで始められたものなんで、 
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堀川氏：いつの間にか時限が、 

山内氏：そうですよね。だいぶ経ってしまったと。 

堀川氏：そのままいってしまってる。 

山内氏：実際政府も、本当は早いうちに打ち切ろうと思ったらしいんですよ。

でもやっぱり業者からは、やはり現場からすると、よっぽど設備投資とかしな

い限りは、やはり益税問題がよく言われてるだけあって、得してるんですよね。

やっぱり業者っていうのは。 

堀川氏：多分そこは、要は、消費税額を計算するのが煩雑なのではなくて、 

山内氏：そうなんですよ。 

堀川氏：得してるから。だってね、小売業 80 パーセントっておかしいでしょう。

小売業 80 パーセントなんて、そもそも運営が成り立たない。いいとこで 40 パ

ーセントだと思うんですよね。 

山内氏：そうかもですね。 

堀川氏：だいたい 3 割が経費とかよく言うので、まぁいっても 30、40 パーセン

トぐらいが一番常識の範囲内なのかなって思うんですけど。だからちょっと、

要は課税標準、課税対象を広げるっていうのも必要でしょうけど。高さの部分、

もっと税率の分ももう少し、みなし仕入率か、仕入率の部分をもう少しこうね、

考えていかないと、また、違うのかな。 

高橋氏：やっぱり仕入率は、大前提としておかしい。もう完全に実態と乖離し

てるんですけど、やはり前提になるポイント 5,000 万円。選べる対象になる

5,000 万円っていうのが、やっぱり他国に比較しても、やはり高いんですね。 

堀川氏：高い、全て。 

高橋氏：国際的に見ると、やっぱり群を抜いて高い。そうなると、どうしても

逃れてしまう業者が出てしまうっていうことで、 

山内氏：確かに。 



10 

高橋氏：やっぱり、年々下がってきた経緯っていうのは評価はできるんですけ

ど、それでもやっぱりまだ、まだ高すぎるというところですね。これ、将来的

にはどこまで下げようっていうことなんかわからないんですけども、やはりこ

の 5,000 万円っていうのはどう見ても、 

堀川氏：確かにね。 

高橋氏：高すぎますね。 

堀川氏：だから多分、この決定がなされた時に、どうして小売業が 80 パーセン

トで、運輸業が 50 パーセントなのかって言われたときに、多分、答えられない

と思うんですよね。理由が、だから別に 50 パーセントか 60 パーセントかの違

いとか、そういうのではなくて、なぜ小売と分かれて、小売が 80 パーセントで

運輸は 50 パーセントなのかっていうのが、多分明確な理由がなかったり、弱か

ったりするのかなというのを感じるところと、やっぱり、それでいくとその他

の事業、その他大勢がポイントなのかなって。そもそも、これはどやって決め

ますか。サービス業と小売業ってどうやって違いを決めますか。 

山内氏：それはまさに、業種の形態というか、小売ならば個人に対してもの売

ってるというそういうもので。ぶつ、まさにぶつですよね。ものですよね。 

堀川氏：財を売る。 

山内氏：そうですね、財を売ってると。それがまた個人相手なんですよね。そ

れが業者になると卸売業になって、またサービス業っていうのはまさに、サー

ビスを提供するっていう業種になってくるみたいですね。でも一応、消費税法

でいうと、ここでよく資料とかにも書いてるのは、一番多いのは第 5 種事業、

つまりサービス業ていわれてるところは、サービス業って書いてるんですけど、

やはりその他なんですよね。卸売小売り、大体製造業、そうですね、その他の

事業って第 4 種なんですけど、5 種もほぼその他に入ってくるんですよね。基

本的にサービス業ってよくいわれてるんですけど。 
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堀川氏：そしたら例えばね、ひとつの事業を営んでる会社が、いわゆる親会社、

子会社っていうかたち、孫会社なんて創って、親会社が卸売業と。で、みなし

仕入率が 90 パーセントと。その子会社でサービス業とか、なんだろ小売業とか

創った場合って、けっこううやむやになって、90 パーセントにならないんです

か。 

山内氏：それが実はですね、これよく本とか使ってると、意外とこれひとつに

まとめてんのかなって思いがちなんですけど、実はこれ現場の話で、実際計算

全額するじゃないですか。あの時は、あのこれ簡易じゃないんです本当に。実

は、なぜ簡易課税が、簡易課税って簡単にしたいから簡易課税になってるはず

なんですけど、例えば、堀川さんおっしゃられたとおり、今ふたつの企業があ

ったら、もし、ひとつの企業として考えても、例えばこの企業が卸売を営んで

ますと。で、卸売業を営んでて、普通に例えば、こういうコーヒーカップを売

るのを卸売業としてやっていると。じゃあ、この卸売業を売ったときの売上に

対するみなし仕入率は、例えば 1,000 万円売ったと。じゃあこの 1,000 万円に

かかるみなし仕入率は 90 パーセントで、その 1,000 万円かける 90 パーセント

っていうことで計算するんですけど、もしたまたま、従業員の友だちが、どう

してもこの卸売業のやけど、このコーヒーカップを売ってほしいと言ってる方

がいると。いうことで、もしその従業員の友人かなにかにこのカップを売った

りするじゃないですか。じゃあ、実はこの売上 200 万円としたら、この 200 万

円は小売業の 80 パーセントを適用してあげないとだめなんです。つまり何を言

いたいかいうと、その売上ごとに、売上ひとつひとつごとに、このみなし仕入

率それぞれを各自に適用していくって形になりますよ。つまり、実際原則で何

がややこしいから、みなし、簡易課税ができたかっていう話になると、売上が、

結局売上が課税売上になるかということからまず始まって、仕入がそのどの売

上に対応するかとか、そういうことをひとつひとつの取引ごとに、判定するこ
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とが面倒くさいっていうので原則法はできるだけ使わないで、事務的負担を簡

便、簡易化するために、簡易課税っていうのができてるはずなんですけど、 

堀川氏：本来は。 

山内氏：でも、簡易課税自体が実は、取引ごとに判定していかないとだめなん

ですよ。またその判定が、実は原則の判定より難しかったりするんですよ。 

堀川氏：そもそも、本体の目的から、 

山内氏：完全に逸脱してるということです。で、あの、始めに導入された、平

成 1 年に導入された時は、2 つしか区分がなくて、90 パーセントと、確か 80

パーセントだったんですよ。で、その 90 パーセント、80 パーセントのときの

適用に関しては、企業がどれだけどっちの、卸売業を例えば主にやってる企業、

確か 75 パーセント以上だったと思うんですけど、75 パーセント以上卸売業を

やっている企業であるならば、これは、この企業の売上全部について、90 パー

セントを適用しましょう。もし、75 パーセント以下であるならば、それ未満で

あるならば 80 パーセント、その他を適用しようっていう話になったんですけど。 

堀川氏：ああ。 

山内氏：これが、本来の簡易っていう制度になるんじゃないですか。 

堀川氏：あるべき、 

山内氏：そうなんですよ。あるべきではあるんですけれど、これでやっぱ益税

問題っていう話がすごい出てきたみたいで、今では、これ本当ややこしいんで

すよ。もうひとつ、例えば物売ったり誰かに何か、駐車場。例えばそうさっき

言ったように、卸売業してる業者が来客のために駐車場を置いてるとするじゃ

ないですか。その駐車場の停めた分で、タイム駐車場みたいなのなってて 500

円、もしもらうとするじゃないですか。この 500 円には何が適用されるかって

いうのも考えないとだめなんですよ。答えは結局その 500 円にはサービス業と

なるんですよ。 
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堀川氏：サービス業になる。はい。 

山内氏：50 パーセント適用っていうかたちで。 

堀川氏：それならね、例えばいろんな業種がいろんな業種をひとつの企業がや

っているっていう事例で、Yahoo!、えっと SoftBank が Yahoo!のポータルサイ

トを運営していて、あのポータルサイトの中で、多分、1 種から 5 種全部、ち

ょっと農林とかのないでしょうけど、ほとんど当てはまると思うんですけど。

例えばその、なんだろ、そもそも金融、まずファイナンス部門、株の売買がで

きるっていうこともそうだし、小売、なんだろ、なんかいろんなもの、本とか、

食べるものとかを売るのもあるし、オークションで仲介をする、仲介業ってい

うのもあるし、いろいろ、確かなんか DVD とかのレンタルとかもあったと思う

んですけど、ほとんどの部門が入っていて、それを SoftBank、中身はだいぶ分

社してるでしょうけど、SoftBank っていうひとつの会社の中で運営しているっ

ていうことになった場合、それなるとわかりますか。どれがサービスで、 

山内氏：そうなんですよね。 

堀川氏：その貸借対照表とか損益計算書を見ると、売上とかいろんな収益項目

とか、資産とかを見てみたら。でも、現金は現金で数字としてひとつしか表れ

ないし、収益は収益で売上としてひとつしか表れないとかってあるじゃないで

すか。そういうときって、見分けられますか？ 

山内氏：うぅん。やはりそこで、伝票やら領収書やらから、見るしかないです

ね。日ごろつけてる帳簿から取引事実ってやつを、拾っていって拾っていって、

っていう形になるんですね。 

堀川氏：例えばこの明細は、ファイナンス事業の株の売買の手数料だから、こ

れはじゃあサービス部門だなとか。これはそうか、あの青森のりんごを売った

ときの中抜いたお金だから、これは小売になるんか。だから売買だからサービ

スになるんか。 
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山内氏：そうです。サービスです。 

堀川氏：仲介だから、それ分かれたりとかってしていくっていう。 

山内氏：そうですね。だから、やはり現場の状況からみてみると、あれらしい

ですね。例えば同じものを売ってるとするじゃないですか。青森のりんごを売

ってるとしても、例えば同じ帳簿には、青森のりんごを売りましたっていうこ

とを、多分書いてると思うんですよ。それでどこに、どこどこの会社から売っ

たやら、どこに売ったやらっていうのがやっぱり書いてないと、領収書っての

はだめなんですけど、それを見てると、例えば Yahoo!で青森のりんごを売って

たら、もし Yahoo!自体が栽培してたら。栽培したというか、 

堀川氏：はいはいはい。 

山内氏：Yahoo!自体、 

堀川氏：樹、所有してる山林のところのりんごの樹を、とかであれば変わって

くる。 

山内氏：それは製造業とかに入ってくるんですよ。つまり、農林水産とかそう

いう系の第 3 種。 

堀川氏：ああ、ああ。 

山内氏：に、入ってきて、それで樹までは作ってなくて、Yahoo!のブランドで、

Yahoo!が直接仕入て売ってるとね。こういう業態であってくると、それは小売

になるんですよ。結局りんごを売りながら、Yahoo!がりんごという商品を流し

ていると。売ってるということで、2 種事業の 80 パーセントが適用されるんで

すよ。また、更に例えば青森の農協から、ぜひうちのりんごをあなたのところ

で売ってくださいと、いうことになると、結局同じりんごを売るにしても、た

だの仲介にすぎないような形になるんで、それだと、サービス業の 50 パーセン

トが適用されたりするんです。 

堀川氏：なんかそういうのを見ていると、本来その中小の、まあまあ、SoftBank



15 

は大企業、メガ企業ですけど、それを仮に中小がおこなっている場合、Yahoo!

のような業務、業態でおこなっている場合、そもそも本来の簡易課税の、 

山内氏：そうです。 

堀川氏：意味がない。 

山内氏：意味がないんです。 

堀川氏：煩雑の極みですもんね。 

山内氏：そうですね。非常にこの煩雑な制度になってきて、全く簡易というも

のがないんですね。 

堀川氏：確かに。 

山内氏：そう考えると、これから簡易の、もし継続させるとして、簡易課税制

度自体をこれからもやっていくと考えると、益税の問題は一番やはり、税金か

ら出てくるところであるんで、そう考えると、これ以上さらに煩雑にしていこ

うっていう方法がやはり出てくるんですよね。そうなるとやはり、これから継

続していくというのに利点があるのかなと考えるところが大きいと、やはり思

うんですよね。 

堀川氏：仮に、簡易課税とっぱらった場合に、原則にもどして、そんなに煩雑

ですか。どこまで煩雑ですか。 

山内氏：簡易課税を取ったらって。 

堀川氏：要はね、普通にきっちり消費税額計算して。 

山内氏：ああ。実際、簡易課税と変わらないですね。 

堀川氏：じゃあ別になくしても、意味は、変わりはないと。 

山内氏：はい。むしろ簡易課税のが間違いやすいと思うんですよ。一番、ん？

って思うのが、やはり簡易課税のが多いんですよね。判定する時に。これどっ

ちなんやっていう。 

堀川氏：そしたらあんまり結構、形骸化している部分があって、ていうことで
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すか。 

山内氏：そうですね。実際、政府は始め、平成 1 年に導入した時に、2 区分で

も大変非常に簡易な制度だったんですよ。その時は。先ほど言ったとおり。ひ

とつの税率を全部の企業の取引にがんと適用すると。でもそれがただ、時限措

置でやるからそうやってたはずなんですけど、これをたまたま、国民の声とか

を聞いてると、もうとっぱらえなくなったというだけであって、本来であれば

こういう形にするということは、考えてなかったと思うんですよね。で、最終

的に始めのほうは、実際どんなもの、実際の仕入率はどんなものかっていうの

を算定して、きっちりやってたみたいなんですけど、 

高橋氏：当初あれですか。中小と大企業、どっちを狙ったものだったんですか

ね。 

山内氏：実際やはり、税金の計算が煩雑になるというところで、中小企業なら

事務的負担があったらしんどいやろっていうことになって、それでやはり中小

企業向けにやってる制度なんですけど。この簡易課税っていうのは、この制度

が導入されたときっていうのは、消費税自体が導入された年と同じ年なんです

よ。つまり何で、始め 5 億円ってすごい適用の上限があったんですけど、これ

はやはりなぜかっていうと、消費税自体が当時すごい反対されてたじゃないで

すか。導入するときに。赤字でも払わないかんしっていうことで、すごい反対

された制度で、悪税やっていう話が多かったんですよ。当時は。でも、それを

少しでもその声を抑えるために、導入されただけなんですよね。つまり益税は

あって当然みたいな感じで、やはりあったのが、企業に得をさしといて、ちょ

っと反対を抑えようかと、そういう制度だったんですね簡易課税っていうのは。

多分ここまでは、引っ張ることになるとは思ってなかったとは。 

堀川氏：もうでも、かれこれ 20 年近く引っ張ってる 20 年の時限措置みたいな。 

山内氏：そうですね。時限措置が長すぎるんですよ。 
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堀川氏：じゃあ、一番その最善の消費税の課税のかたちとしては、簡易課税を

なくすというところですかね。 

山内氏：そうですね。結局、更に現場だと、例えば中小企業は、ちょっと事務

的には煩雑だから簡易課税に適用しますっていうわけじゃなく、税理士さんを

顧問につけて、両方計算してくださいと。安いほうにしてくださいということ

はね、結局原則まで計算してるんですよ。 

堀川氏：それでいくとね、要は課税売上が 5,000 万円以下だったら、本当に、

小さな個人事業でも入ると思うんですけど、でもね、年間 5,000 万円売上取っ

てるところって、そもそも顧問税理士っているじゃないですか。煩雑っていう

のは、事業者側が煩雑っていうのもあるんでしょうけど、多分、そっちよりも、

税理士業務をする人のほうが煩雑っていうことじゃないんですかね。 

山内氏：そうです。まさに本当にそうですよ。あと、 

堀川氏：それだったら、なんていうか、それが税理士業務だから、やったらい

いんじゃないのかなって。 

山内氏：それは確かにありますね。 

高橋氏：逆に 5,000 万円以下の事業者数が、圧倒的に多い現状の場合はやっぱ

り税理士に頼むだけのお金もないような小さいところやと、やっぱり計算の面

からも、これはちょっとややこしすぎるんかなと。 

山内氏：そうですね。 

堀川氏：でも多分ね、仮に 5,000 万円以下の簡易課税っていうことだから、売

上 5,000 万円の、中小、小企業の事業者とか個人事業とか見た場合、そんなに

煩雑ですか。取引そんなにありますか。 

山内氏：でも取引自体が、年間にそれは 1 個や 2 個のわけはないじゃないです

か。結局、種類もいくらかもあるんで、それを個々にやっていかないといけな

いと。で、臨時的に起こった取引に関しても、それについて判定しないといけ
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ないと。で、普通型にはまったものならいいんですけど、型に全くはなってな

いような、この取引やったことないぞって言うやつがあったりするんですよね。

それが何に該当するかっていうのが、なかなか難しいところで。 

堀川氏：それでいくとね、要は判断ですよね。判断になると、例えばなんだろ

う、消費税じゃなくても費用計上するかしないかとか、売上計上するかしない

か、売上計上はあれでしょうけど。これはなんだろう、費用として計上できる

ものなのか。それとも、社長さんの手持ちのお金から払うべきものなのかって、

一応、なんか差があるじゃないですか。例えば、会合で他の会社の方と話した

と。で、よく言うのがお酒を飲んでなかったらそれは会合であって、お酒を飲

んでいたら、それは単なる打ち上げじゃないのかっていう議論もあると思うん

ですけど、多分判断としてはそういう判断ですよね。消費税でも。それはなん

ていうか、どっちになっても中小の、要は事業者側のレベルでは、判断つきづ

らいところなんかなってなると、どうしても税理士さんに聞くのが妥当なのか

なって思うんですけど。どうでしょうかね。 

山内氏：まさにでもやはり簡易課税制度云々を適用した場合に、そのひとつひ

とつの取引が、正確にどこに区分されるのかと。どのみなし仕入率を適用され

るべきなのかっていうのを、やはり正確に判断しようとするにあたっては、や

はりもう税理士さんにやってもらうと、判断してもらうというのがやはり一番

最善な道ですね。僕がちょっと思うのは、簡易課税制度っていうこと言ってま

すけど、逆に税理士さんを顧問につけないといけないということになれば、一

応、税理士さんに両方、原則簡易やってもらうこともできるんですけど、どっ

ちがいいかと有利選択してもらえますが、もし税理士さん雇えないぐらいの、

ちっちゃい企業なってくるとするじゃないですか。例えば経理係がやってると。

かたや、大企業の経理係がいると。ふたつ比較した場合に、大企業の経理とい

うのは、本来どちらの、大企業と零細企業ならば、どちらのほうがあの事務的
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な負担、軽減されるべきかというと、当然、中小企業なってくるじゃないです

か。零細のほうに。でも、現状を考えると、大企業はどうせ原則しか適用でき

ないんで、原則の計算だけすればいいと。しかし零細企業になってくると、有

利なほうが選択できるんだから、原則簡易、両方を計算しなさいということに

やっぱりなるんですよ。 

堀川氏：それやったら、簡易課税制度が、益税問題をどちらかというと助長し

てるような。 

山内氏：そうです。助長してるし、中小企業の事務負担をさらに増やしている

んですよ。 

堀川氏：本来の。 

山内氏：有利選択はどっちかって。 

堀川氏：煩雑さをなくすっていう目的が、逆に煩雑になっているっていう。 

山内氏：そうですね。そもそも、これが選択適用。簡易課税制度というものが

選択できるという時点で、もう既に煩雑なんですよ。言ってしまうと。 


